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諮問第91号の答申 

小売物価統計調査の変更について 

  

本委員会は、諮問第91号による小売物価統計調査の変更について審議した結果、下記

のとおり結論を得たので、答申する。 

 

記 

 

○ 本調査計画の変更 

（１）承認の適否 

平成28年７月１日付け総統物第97号により総務大臣から申請された「基幹統計調

査の変更について（申請）」（以下「本申請」という。）について審査した結果、

以下のとおり、統計法（平成19年法律第53号）第10条各号の各要件のいずれにも適

合しているため、「小売物価統計調査」の変更を承認して差し支えない。 

ただし、今回の変更に合わせて審議された「小売物価統計調査（構造編）の品目

の選定基準」（以下「選定基準」という。）の追記については、以下の「（２）理

由等」で指摘した対応が必要である。 

 

（２）理由等 

本申請では、表１のとおり、構造編の調査品目のうち、13品目を追加、13品目を

廃止する計画である。 

構造編における調査品目の追加又は廃止（以下「品目改定」という。）について

は、選定基準に基づいて判断がなされているが、今回、その内容について、選定基

準の充実を図る観点から、表２のとおり、一部追記の案が示された。そこで、表１

に掲げた品目改定の確認に併せて、その内容を確認した。 

その結果、基準を運用する上での説明の充実が図られ、品目改定の手順がより明

確となることから、おおむね適当と考えるが、基準ⅵ）の説明については、統計局

修正案による追記を行うことで、品目の選定手順がむしろ抽象的になる懸念がある

ことから、現行の説明を適当とする（別紙参照）。 



 

 

その上で、今回の品目改定は、選定基準に基づくものであることから、適当であ

る。 
    

   表１        本申請で追加及び廃止を行う品目 

調査区分 追加 廃止 
地 域 別 価 格
差調査 

しらす干し、わかめ、豆腐、油
揚げ、だいこん漬、緑茶、ドリ
ンク剤 

かまぼこ、ヨーグルト、アイスクリ
ーム、ゼリー、インスタントコーヒ
ー、ヘアコンディショナー、ボディ
ーソープ 

店 舗 形 態 別
価格調査 

清酒、ラップ、整髪料 ビール、ティシュペーパー、シャン
プー 

銘 柄 別 価 格
調査 

しょう油、台所用洗剤、電気か
みそり 

中華麺、洗濯用洗剤、家庭用ゲーム
機 

    

表２     選定基準において今回行う説明部分の追記 

区分 基準 左記基準の説明部分 

現行 統計局修正案 統計委員会意見 

共通基準 (ⅳ)  継 続

的 に 円 滑 な

価 格 取 集 が

可能な品目 

(ⅳ)の説明 

 当該品目を取り

扱っている店舗が

調査対象地域に存

在し、調査員が当

該品目の価格を安

定的に調査するこ

とが可能である品

目を選定する。 

(ⅳ)の説明 

・当該品目を取り

扱っている店舗が

調査対象地域に存

在し、調査員が当

該品目の価格を安

定的に調査するこ

とが可能である品

目を選定する。 

ま た 、 品 目 変

更に係る調査員の

事務負担を考慮し

た上で、調査目的

を効率的に達成で

きるよう品目を選

定する。 

（統計局修正案を

適当とする。） 

個
別
基
準 

地 域

別 価

格 差

調査 

(ⅵ)  直 近

の 消 費 者 物

価 指 数 に お

い て 、 地 域

間 の 価 格 差

が あ る と 判

断 さ れ る 品

目 

（ⅵ）の説明  

 動向編の結果及

び地域別価格差調

査の結果により、

都道府県別及び市

町村別の変動係数

等から地域間の価

格差を確認し、価

格差が大きい順に

品目を選定する。 

（ⅵ）の説明  

・動向編の結果及

び地域別価格差調

査の結果により、

都道府県別及び市

町村別の変動係数

等から地域間の価

格 差 を 確 認 し 、

価格差の要因が地

域的な影響以外に

よるものが大きい

と見込まれる品目

を 除 い た 上 で 、

価格差が大きい順

に 品 目 を 選 定 す

る。 

（現行の説明を適

当とする。） 



 

 

店 舗

形 態

別 価

格 調

査 

(ⅶ)  店 舗

形 態 間 の 価

格 差 が あ る

と 判 断 さ れ

る品目 

（ⅶ）の説明  

 動向編の結果等

で店舗形態別の価

格差を確認し、価

格差が大きい順に

品目を選定する。 

（ⅶ）の説明  

・ ス ー パ ー と そ

れ以外の店舗形態

（一般小売店、量

販専門店（ドラッ

グ ス ト ア 含 む ）

等）で価格比較が

可能な品目を選定

する。 

・ 中 分 類 ご と

に 、 動 向 編 の 結

果等で店舗形態間

の 価 格 差 を 確 認

し、価格差が大き

い順に品目を選定

する。 

（統計局修正案を

適当とする。） 

   （注）「統計局修正案」欄の下線部が、今回追記の案として示された部分である。 



 
 

小売物価統計調査（構造編）の品目の選定基準 

構造編は、動向編を補完することにより、地域別、店舗形態別及び銘柄別の物価構造を把握することを目的

としているため、動向編の調査品目のうち、調査ごとに、次に掲げる基準の全てを満たすものを、構造編の調

査品目とする。 
 

区分 地域別価格差調査 店舗形態別価格調査 銘柄別価格調査 

共通基準 

ⅰ）動向編において通年調査をしている品目 
ⅱ）天候等によって大きく価格変動が生じない品目 
ⅲ）消費生活上の重要度が比較的高い品目 
ⅳ）継続的に円滑な価格取集が可能な品目 

個別基準 

ⅴ）消費者の買い回りの範囲

が狭い品目 
ⅵ） 直近の消費者物価地域

差指数において、地域間の

価格差があると判断され

る品目 

ⅶ） 店舗形態間の価格差が

あると判断される品目 
ⅷ） 同一品目の中に調査銘

柄と同等の売れ筋の銘柄

が存在し、今後、動向編

の調査品目における調査

銘柄に変更が生じる可能

性があると考えられる品

目 
 
（ⅰ）の説明 

経常的に比較するために、通年で価格把握が可能である必要があり、特定の季節しか出回らない商品は

除く。 
 

（ⅱ）の説明 
経常的に比較するために、天候等により、特定の地域や調査年の価格が大きく変動する品目（生鮮食品

（生鮮魚介、生鮮野菜、生鮮果物））は除く。 
 

（ⅲ）の説明 
調査の効率上、直近の消費者物価指数におけるウエイト（万分比）５以上を目安として品目を選定する。 
 

（ⅳ）の説明 
当該品目を取り扱っている店舗が調査対象地域に存在し、調査員が当該品目の価格を安定的に調査する

ことが可能である品目を選定する。 
また、品目変更に係る調査員の事務負担を考慮した上で、調査目的を効率的に達成できるよう品目を選

定する。 
 

（ⅴ）の説明 
地域間価格差の把握を目的とすることから、調査地域で販売されていない品目など、消費者が居住して

いる地域外で購入する場合が多いと考えられる品目を除き、消費者が、専ら居住している地域で購入して

いると考えられる品目（消費者の買い回りの範囲が狭い品目）を選定する。 
 
（※）「買い回り」の範囲は、事務要領に定められている動向編において設定している以下の調査品目区分及

び調査区分から判断する。「消費者の買い回りの範囲が狭い品目」とは、調査品目区分が以下の A 又

はB に該当し、かつ、調査区分が無印又は①に該当する品目とする。 
 
（調査品目区分） 

動向編における「調査品目」は、消費者の購入行動、店舗間の価格差等を考慮して、品目ごとの価格

設定の性格について、以下の６とおりに区分している。 
A：主として消費者が居住地区近辺で購入する品目で、地区間で価格差がみられる品目 

（答申の（２）の指摘を反映したもの） 

別紙 



 
 

B：主として消費者が各市町村の代表的な商業集積地、大型店舗等で購入する品目で、店舗間で価格差

がみられる品目 
C：地区間又は店舗間での価格差が比較的小さい品目 
D：都道府県又は市町村内で価格・料金が均一か又はこれに近い品目 
E：全国又は地方的に価格・料金が均一又はこれに近い品目 
S：調査区域を設けないで市町村内全域から調査する品目 

 
（調査区分） 

動向編では、「調査品目」の一部において、調査市町村に出回りがないものや継続的に価格が得られな

いものがある。そのため、調査市町村の人口規模等に応じた品目の出回り状況を考慮して、品目ごとの

調査範囲について、以下の６とおりに区分している。 
無印：全調査市町村（東京都区部を含む。）において調査する品目・銘柄 
①：人口５万以上の調査市において調査する品目・銘柄 
②：人口 15万以上の調査市において調査する品目・銘柄 
③：都道府県庁所在市において調査する品目・銘柄 
④：都道府県全域において調査する品目・銘柄 
⑤：全国全域において調査する品目・銘柄 
 

（ⅵ）の説明 
動向編の結果及び地域別価格差調査の結果により、都道府県別及び市町村別の変動係数等から地域間の

価格差を確認し、価格差が大きい順に品目を選定する。 
 
（ⅶ）の説明 

スーパーとそれ以外の店舗形態（一般小売店、量販専門店（ドラッグストア含む）等）で価格比較が可

能な品目を選定する。 
中分類ごとに、動向編の結果等で店舗形態間の価格差を確認し、価格差が大きい順に品目を選定する。 
 

（ⅷ）の説明 
動向編の調査銘柄選定に資するため、今後、動向編の調査銘柄の候補となり得る準売れ筋の銘柄や、ま

とめ売りといった販売単位が異なる銘柄が存在している品目を選定する。 
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